
第 ７ 回 役 員 会  議 事 要 録 
 
日    時   平成１６年 ６月２３日（水）１４：００～ 
場    所   会議室（事務局棟５階） 
出 席 者    相良学長，川口総務担当理事，松永教育担当理事，尾崎研究担当理事，佐藤財務

担当理事，倉本医療担当理事，中島地域（社会）連携担当理事 
オブザーバー 西森監事，寺田監事 
陪 席 者     総務部長，企画部長，財務部長，学務部長，病院事務部長，総務課長，企画課長，

会計課長，教務課長 
 
配布資料 
１－１ 運営費交付金要求額の算定方法 
１－２ 平成 17年度概算要求書及び関連資料 
１－３ 特別教育研究経費等について(案) 
１－４ 平成 17年度概算要求事項一覧 
１－５ 平成 17年度概算要求スケジュール 
２   高知大学国際交流委員会規則(案) 
３－１ 高知大学海洋コア総合研究センター規則(案) 
３－２ 共同運営協議会の設置に関する協力覚書 
３－３ 全国共同利用委員会の設置に係る協力覚書 
４   高知大学教育学部追加合格者判定過誤に関する調査対策委員会要項(案) 
５   国立大学協会総会などの各種会議資料 
６   高知大学における国際交流協定締結取扱要項 
７   高知大学研究者総覧の登録について 
８   附属病院機能評価講評 

 
 議事に先立ち，第６回役員会議事要録の確認が行われた。 
 
議事 
審議事項 
(1) 平成 17年度概算要求について 
佐藤理事から，資料 1－1に基づき，平成 17年度概算要求の概要について説明が行われた。 
引き続き，財務部長から，資料 1－2～1－5に基づき，要求事項の内容等について説明があり，
審議の結果，部局長会議への報告と経営協議会における審議を経て，文部科学省に提出すること

が確認された。 
 
(2) 高知大学国際交流委員会規則の制定について 
尾崎理事から，資料２に基づき，本学の国際交流の活性化を図るため高知大学国際交流委員会

規則を制定したい旨の説明があり，審議の結果，承認された。 
 



(3) 高知大学海洋コア総合研究センター規則の制定について 
尾崎理事から，資料 3－1～3－3 に基づき，海洋コア総合研究センターの管理運営のため高知
大学海洋コア総合研究センター規則を制定したい旨の説明があり，審議の結果，承認された。 
 
(4) 追加合格者判定過誤について 
相良学長から，追加合格者判定過誤に関する経緯報告があり，これに関する調査の実施と今後

の対応策のために資料４に基づき，調査対策委員会を組織したい旨の説明があり，審議の結果，

承認された。 
審議の中で，中島地域(社会)連携担当理事から，責任追及のみで終わることなく抜本的な組織・
システムの見直しを図ることが重要であるとの指摘があった。 
また，相良学長から，調査対策委員会を設置するにあたっての基本的な方針について，以下の

とおり補足して説明が行われた。 
① 大学全体で当事者への誠意ある対応を行う。 
② すべての情報を開示する。 

  ③ 大学の中だけで調査することなく委員に学外者を加える。 
引き続き，委員の選出について協議し，松永委員長以下 7名の委員が選出された。 
なお，倉本理事から，学外委員は複数名とする方が良いとの意見があり，協議の結果，選出さ

れた 7名のほか，さらに学外者 1名を加え，その人選に関しては学長に一任することとした。 
 
 
報告事項 
(1) 国立大学協会総会などの各種会議について 
相良学長から，資料５に基づき，6月 16日から 18日の間に開催された国立大学協会総会など
の各種会議について報告が行われた。 

 
(2) 高知大学における国際交流協定締結取扱要項について 
尾崎理事から，資料６に基づき，6月 15日学長裁定により制定された高知大学における国際交
流協定締結取扱要項について報告が行われた。 
 
(3) 研究者総覧について 
尾崎理事から，資料７に基づき，高知大学ホームページで公開している研究者総覧の登録情報

更新の実施計画について報告が行われた。 
 

(4) 病院機能評価訪問審査について 
倉本理事から，資料８に基づき，6月 9日から 11日の間に実施された病院機能評価について報
告が行われた。 
 

以上 


